
◎文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に

関する法律 
（令和二年四月一七日法律第一八号）   

一、 提案理由（令和二年三月一八日・衆議院文部科学委員会） 

○萩生田国務大臣 おはようございます。 

 このたび政府から提出をいたしました文化観光拠点施設を中核とした地域における文

化観光の推進に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げ

ます。 

 我が国においては、地域におけるさまざまな文化資源の保存及び活用を通じた文化に

よる国づくりを推進するとともに、日本文化の魅力を国内外に向けて積極的に発信する

ことに政府を挙げて取り組んでまいりました。本年開催される東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会は、世界じゅうの注目が日本に集まる絶好の機会であり、この機を

捉えて文化の振興、観光の振興及び地域の活性化の好循環を創出するため、地域におい

て文化についての理解を深めることができる機会を拡大し、国内外からの観光旅客の来

訪を促進していくことが重要となっております。 

 この法律案は、このような観点から、文化観光拠点施設を中核とした地域における文

化観光を推進するため、主務大臣が定める基本方針に基づく拠点計画及び地域計画の認

定や、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めるもので

あります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。 

 第一に、文部科学大臣及び国土交通大臣は、主務大臣として、文化観光拠点施設を中

核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定めることとしております。 

 第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施

設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとする

とともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設

置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推

進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画につい

て認定をするものとしております。 

 第三に、当該認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業に対して関係法律の特

例措置等を講ずるほか、国等は、その所有する文化資源を文化観光拠点施設において公

開することに協力するよう努めることとしております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。 

二、衆議院文部科学委員長報告（令和二年三月二六日） 

○橘慶一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ



る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、文化及び観光の振興並びに地域の活性化を図ることを目的として、文化観光

拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するために必要な措置について定め

るもので、その主な内容は、 

 第一に、文部科学大臣及び国土交通大臣は、主務大臣として、文化観光拠点施設を中

核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定めること、 

 第二に、文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光推進事業者と共同して、当該施

設の文化観光拠点施設としての機能強化に関する拠点計画を作成し、主務大臣の認定を

申請することができるものとするとともに、市町村又は都道府県は、その組織する協議

会において、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する地域計画を作成

し、文化観光拠点施設の設置者及び文化観光推進事業者と共同して、主務大臣の認定を

申請することができるものとすること、 

 第三に、主務大臣の認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業に対する特別の

措置を定めるものとするほか、国等は、当該計画の認定を受けた者に対し、必要な助言

その他の援助を行うよう努めなければならないものとすること 

などであります。 

 本案は、去る三月十七日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会におきましては、翌十八日萩生田文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し

ました。二十四日に質疑に入り、翌二十五日質疑を終局いたしました。質疑終局後、採

決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院文教科学委員長報告（令和二年四月一〇日） 

○吉川ゆうみ君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、

主務大臣による基本方針の策定並びに拠点計画及び地域計画の認定、当該認定を受けた

これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めようとするものでありま

す。 

 委員会におきましては、文化観光推進の意義、学芸員等の人材育成及び確保の必要性、

新型コロナウイルスの感染拡大による文化観光への影響等について質疑が行われました

が、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定をいたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 



〇附帯決議（令和二年四月七日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、本法に基づく博物館等に対する財政的支援が、文化観光を推進する少数の拠点への

集中的な支援であることを踏まえ、我が国全体の博物館等を広く下支えする財政的支

援にも努め、文化芸術の保存、継承や発信、社会教育等といった博物館の基本的機能

の維持向上を図ること。 

二、国、地方公共団体及び本法に定めのある独立行政法人は、本法における計画の認定

を受けた者に対する助言その他の援助等にとどまらず、我が国の博物館等の振興のた

め、広く一般の博物館等からの助言等の求めに対し、可能な限り応じるよう努めるこ

と。特に博物館等の社会教育施設が国民の知る権利、思想・表現の自由に資する施設

であることに鑑み、格段の配慮をすること。 

三、文化観光拠点施設の機能強化を図る上で、文化財の価値等を分かりやすく説明でき

る学芸員等の育成・配置が重要であることを踏まえ、我が国の文化活動の基盤を担う

人材の育成・確保等に向けた更なる研修制度の充実、社会的地位の向上及び雇用の安

定等の処遇改善に努めること。 

四、本法における共通乗車船券や道路運送法の特例等の認定拠点計画及び地域計画に対

する特例措置及び支援については、既存の法律及び予算によって対応が可能と考えら

れるものもあることに鑑み、国は、本法に係る予算の執行等に当たり、政策の重複に

よる税金の無駄遣いとならないよう十分留意すること。 

五、本法は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化観光の推進

という目標を掲げているものの、同大会が延期されたことに鑑み、本法の成立に期待

をかける地方公共団体や文化観光拠点施設等の関係者の要望を勘案しつつ、十分な配

慮と責任を持った判断に基づき、本法の施行に向けた万全の準備に取り組むこと。 

六、本法に基づき文化観光推進施策を進めるに当たっては、主務大臣である文部科学大

臣と国土交通大臣による緊密な連携が不可欠である。さらに、地域の要望に適切に応

えるためには、本法に関連する各種事業に係る企画立案業務に関して、環境省、警察

庁、経済産業省など、幅広い省庁との調整等を遺漏なく行うことが必要であることか

ら、効果的・効率的な事務遂行と必要な体制整備のため、政府において特段の配慮を

行うこと。 

  右決議する。 

 


